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聖籠町告示第３８号 

聖籠町子ども家庭相談センター事業実施要綱の一部を改正する告示を次のよ

うに定める。 

平成２９年３月３１日 

聖籠町長  渡邊 廣吉 

聖籠町子ども家庭相談センター事業実施要綱（平成２６年聖籠町告示第２３

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２号中「学校、家庭及び」を「子どもに関する」に改める。 

 第４条第１項中「スクールソーシャルワーカー、相談員」を「副センター長、

子どもソーシャルワーカー」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ センター長は子ども教育課長をもって充て、副センター長は子ども教育課

長をもって充てる。 

第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

（職務） 

第５条 センター長は、上司の命を受けて、相談センター事務を処理し、所属

職員を指揮監督する。 

２ 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときはその

事務を代行する。 

３ 子どもソーシャルワーカーは、上司の命を受けて、相談センター事務を処

理する。 

４ その他の職員は、上司の命を受けて相談センター事務を処理する。 

   附 則 

 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


